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教育長 課 長 主 幹 主 幹 担当スタッフ 合  議 

     

 

 

 

 

平成 27 年第 2 回上富良野町教育委員会会議録 
 

 

１． 平成 27 年 2 月 24 日（火）16 時 00 分開会の第 2 回上富良野町教育委員会は、上富良野町

社会教育総合センターに招集された。 

 

 

２．開  会   平成 27 年 2 月 24 日  16 時 00 分 

 

 

３．出席委員 

            委員長    菅 野 博 和  

委  員    三 熊 邦 彦 

委 員  吉 村 好 子 

委 員  佐 藤 大 輔 

            教育長  服 部 久 和 

 

４．欠席委員 

 

 

５．事務局職員 

教育振興課長          野 崎 孝 信 

            社会教育班主幹         鈴 木 真 弓 

        建設担当主幹      大 谷 隆 樹 

            学校教育班主幹（記録） 及 川 光 一 

            学校教育アドバイザー   佐 藤 博 光 

 

 

６．閉  会   平成 27 年 2 月 24 日   18 時 30 分 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

 

 

委 員 長 

 

 

学校教育班主幹 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

教 育 長 

 

委 員 長 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

開会宣言 16 時 00 分 

 

只今から平成 27 年第 2 回上富良野町教育委員会会議を開催いたします。 

前回の議事録承認について、事務局より報告願います。 

 

前回の議事録につきましてご説明申し上げます。 

前回、平成 27 年 1 月 28 日開催の、平成 27 年、第 1 回上富良野町教育委員会、議事

録について、ご報告申し上げます。 

報告第1号 町立小中学校教職員の人事等について 他1件 議案第1号 上富良野

町放課後子どもプラン事業運営協議会に関する規則の一部改正について 他1件 ご審

議をいただき、議案のとおり、了しております。 

後程、会議録をお回しいたしますので、ご署名方お願い申し上げます。 

 

それでは、次に諸般の教育行政報告について、教育長よりお願いします。 

 

 （前回、平成 27 年 1 月 28 日の第 1 回教育委員会以降の諸般の教育行政報告を説明。）

 

前回の教育委員会以降の教育行政について、教育長より報告をいただきましたが、何

かご質問ございますか。 

 

 （「なし」という声） 

 

議事に入ります。日程第 1 報告第 1 号 町立小中学校教職員の人事等ついて、教育

振興課長より報告願います。 

 

ただいま上程いただきました日程第 1 報告第 1号 町立小中学校教職員の人事等に

ついて、ご説明いたします。 

（上富良野西小学校において 2 件の内容として、産後休暇の承認、また引続き育児休

業の承認及び育児休業代替教諭の期限付き採用の内申･進達を行った旨の内容を説明。）

（報告第１号 説明） 

 

ただ今教育振興課長から、日程第 1 報告第 1 号 町立小中学校教職員の人事等につ

いて、説明をいただきました。 

これについて、何かご質問ございますか。 

 

 （「なし」という声） 

 

次の議事に入ります。日程第 2 報告第 2 号 上富良野町放課後児童健全育成事業運

営要綱の制定について、教育振興課長より報告願います。 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

 

社会教育班主幹 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

佐藤 委員 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

吉村 委員 

 

社会教育班主幹 

 

教 育 長 

 

 

 

委 員 長 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

 

ただいま上程いただきました日程第 2 報告第 2号 上富良野町放課後児童健全育成

事業運営要綱の制定について、ご説明いたします。 

（平成 27 年 4 月から運営する上富良野町放課後児童健全育成事業(放課後クラブ事

業)について、条例規則に基づき、町から教育委員会に委任を受けて実施する必要な細

かな事項について、要綱をあらためて制定する旨を説明。） 

要綱の詳細内容については、社会教育班主幹より説明をいたします。 

 

上富良野町放課後児童健全育成事業運営要綱の内容について、説明をいたします。 

（放課後クラブの実施場所、利用定員、利用にかかる移動手段、配置する支援員、開

設日の利用料の納付･減免内容、また利用手続きと必要な書類の様式を定めた旨を説明）

（報告第 2 号 説明） 

 

ただ今教育振興課長から、日程第 2 報告第 2 号 上富良野町放課後児童健全育成事

業運営要綱の制定について、説明をいただきました。 

これについて、何かご質問ございますか。 

 

 町からの委任を受けることで保健福祉部門との連携はあるのですか。 

 

 国の新たな子ども子育て支援法の制定により、福祉部門における幼児の預かり事業も

含め町において条例化し、町の事業として行うことから、小学生の放課後預かり事業に

おいては、教育委員会が町からの委任を受けて、実施運営内容を明確にして進めていく

内容になります。 

 

 支援員の応募の状況はどうでしょうか。 

 

 放課後クラブにおいて、2 名の新規の応募があり、うち 1 名が資格を持っております。

 

 現場での運営にあたって保護者の対応、緊急的な場面での対応などができる者の人材

確保として、現在教職員の OB も含めて役割を担える方を募り、体制強化を図る予定と

しています。 

 

よろしいですか。他に質問ございませんか。 

 

（「なし」という声） 

 

次の議事に入ります。日程第 3 報告第 3 号 上富良野町放課後スクール運営要綱の

制定について、教育振興課長より報告願います。 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

社会教育班主幹 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

佐藤ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

 

 

委 員 長 

 

 

 

ただいま上程いただきました日程第 3 報告第 3号 上富良野町放課後スクール運営

要綱の制定について、ご説明いたします。 

（放課後スクールの運営について、放課後クラブ同様に実施場所、利用料や手続きな

ど必要な事項について様式を含めて定めた旨を説明） 

（報告第 3 号 説明） 

 

ただ今教育振興課長から、日程第 3 報告第 3 号 上富良野町放課後スクール運営要

綱の制定について、説明をいただきました。 

何かご質問ございますか。 

 

（「なし」という声） 

 

次の議事に入ります。日程第 4 報告第 4 号 上富良野町子ども読書推進事業実施要

綱の制定について、教育振興課長より報告願います。 

 

ただいま上程いただきました日程第 4 報告第 4号 上富良野町子ども読書推進事業

実施要綱の制定について、ご説明いたします。 

（子どもたちの読書普及、図書館の利用促進を目的に、平成 27 年度の新たな事業の

展開として要綱を定めて進めていく旨を説明） 

要綱の内容詳細については、社会教育班主幹より説明いたします。 

 

上富良野町子ども読書推進事業実施要綱の内容について、説明をいたします。 

（事業の展開として、まず図書スタンプ帳を個々に発行して、個人の読書履歴が分か

るようにし、奨励策として図書貸出し 100 冊で文房具、200 冊で図書カードの贈呈を行

う。また、既存の町の読書感想文、感想画コンクールの入賞者に図書カードの授与を行

う旨を説明） 

（報告第 4 号 説明） 

 

 読書の推進として、そのきっかけづくりや読書からコミュニケーション能力や社会

性を高める効果として、その奨励策を先進地の事例も参考にして進めていきたいと考

えています。 

 

 国語における読書は、直接的な学力向上面よりも言語の理解力、応用力を高める効

果として期待しているところであります。 

 

ただ今教育振興課長から、日程第 4 報告第 4 号 上富良野町子ども読書推進事業実

施要綱の制定について、説明をいただきました。 

何かご質問ございますか。 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

佐藤 委員 

 

教育振興課長 

 

 

委 員 長 

 

社会教育班主幹 

 

 

 

委 員 長 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

町の感想文･感想画の応募状況はどうですか。 

 

学校により提出状況は異なりますが、400 点を超える応募で町全体として半数の子ど

もたちの出展があるところです。 

 

奨励策の図書貸出冊数には、学校の図書は該当になるのですか。 

 

事業開始の平成 27 年度の初年度においては、対象外にしておりますが、事業を進め

ていく中で学校図書担当の先生方とスタンプ帳に学校にスタンプをそれぞれ用意して

の扱いなど、次年度以降で検討して進めていきたいと考えております。 

 

他にご質問ございますか。よろしいでしょうか。 

 

（「なし」という声） 

 

日程第 5 議案第 1 号 平成 26 年度上富良野町一般会計（教育費）の補正予算につ

いて、上程いたします。 

 

ただいま上程いただきました日程第 5 議案第 1 号 平成 26 年度上富良野町一般会

計（教育費）の補正予算について、ご説明いたします。 

（3 月の定例会上程予定の補正予算について、各事業の確定、実績見込みによる減額、

また、清富多世代交流センターの講堂ワックス掛け、中学校の弱視学級の新設に係る必

要備品の購入及び寄付行為が 1 件あり図書購入の対象経費について上程する旨を別紙

にて説明。） 

（議案第 1 号 説明） 

 

ただ今教育振興課長から、日程第 5 議案第 1 号 平成 26 年度上富良野町一般会計

（教育費）の補正予算について、説明をいただきました。 

これについて、何かご質問ございますか。ご承認いただけますか。 

 

 （「はい」という声） 

 

次の議事に入ります。日程第 6 議案第 2 号 平成 27 年度上富良野町教育行政執行

方針（案）について、上程いたします。 

 

ただいま上程いただきました、日程第 6 議案第 2 号 平成 26 年度上富良野町教育

行政執行方針（案）について、朗読し執行方針の提案をさせていただきます。 

（議案第 2 号 朗読説明） 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

委 員 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

委 員 長 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

佐藤 委員 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

ただいま教育長から、日程第 6 議案第 2 号 平成 26 年度上富良野町教育行政執行

方針（案）について、説明をいただきました。 

 これについて、何かご質問ございますか。 

 

新たな内容として補足ですが、いじめ防止対策については道の基本条例に基づき、町

独自のいじめ防止条例の施行とともにいじめ防止基本方針を策定する内容の記述、及び

上小の外構工事と上中の大規模改修の記述をしております。 

 

ご質問はございますか。ご承認いただけますか。 

 

（「はい」という声） 

 

 それでは次の議事に入ります。日程第 7 議案第 3 号 平成 27 年度上富良野町一般

会計（教育関係費）の予算について、上程いたします。 

 

ただいま上程いただきました、日程第 7 議案第 3 号 平成 27 年度上富良野町一般

会計（教育関係費）の予算について、説明いたします。 

（平成 27 年度の主要事業、新規事業を主に予算概要から説明。） 

（議案第 3 号 説明）

 

ただいま、日程第 7 議案第 3 号 平成 26 年度上富良野町一般会計（教育関係費）

の予算について、説明をいただきました。 

何かご質問ございますか。ご承認いただけますか。 

 

上富良野中学校の改修は相当大規模な工事になりますが、工程等はどのようになりま

すか。 

 

上中の大規模改修においては、平成 27 年と 28 年の 2 か年にかけて 14 億円超の予算

になりますが、1 年目にまず仮校舎の建設を行い、本校舎の普通教室の耐震改修、大規

模老朽改修を主に行います。2 年目においては、引続きの老朽改修と一部特別教室等の

建替え改築工事を行います。外回りの外構工事は 29 年になるところです。 

 

他にご質問ございますか。ご承認いただけますか。 

 

（「はい」という声） 

 

それでは次の議事に入ります。日程第 8 議案第 4 号 地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等について、上程いた

します。 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

只今、上程いただきました日程第 8 議案第 4 号 地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等について、ご説明申し上

げます。 

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、新た

な教育長の任命、身分、給与等の勤務条件になど、関連する 5 つの条例の改廃について

整備したい旨を。また、現教育長の任期が満了するまでは、改正後の条例は適用し

ない経過措置を設ける旨を説明。） 

（議案第 4 号 説明）

 

ただいま、日程第 8 議案第 4 号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等について、説明をいただきました。 

何かご質問ございますか。ご承認いただけますか。 

 

（「はい」という声） 

 

それでは次の議事に入ります。日程第 9 議案第 5 号 教育長の勤務時間、休暇等及

び職務専念義務の特例に関する条例の制定について、上程いたします。 

 

只今、上程いただきました日程第 9 議案第 5 号 教育長の勤務時間、休暇等及び職

務専念義務の特例に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

（前議案に関連し、新たな教育長の職務専念義務の特例また勤務時間及び給与等に

ついて、特別職への身分の変更のため新たに制定をする旨を説明。） 

（議案第 5 号 説明）

 

ただいま、日程第 9 議案第 5 号 教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特

例に関する条例の制定について、説明をいただきました。 

何かご質問ございますか。ご承認いただけますか。 

 

（「はい」という声） 

 

次に、日程第 10 議案第 6 号 上川教育研修センター組合規約の一部変更につ

いて、上程いたします。 

 

ただいま上程いただきました、日程第 10 議案第 6 号 上川教育研修センター

組合規約の一部変更について、説明いたします。 

（この議案につきましても、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に

伴う文言の整理として、上川管内の全市町村において規約改正の議会での承認が必要で

あり上程する旨を説明。） 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

 

 

社会教育班主幹 

 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

学校教育班主幹 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

（議案第 6 号説明）

ただいま教育振興課長から、日程第 10 議案第 6 号 上川教育研修センター組

合規約の一部変更について、説明をいただきました。 

 何かご質問ございますか。ご承認いただけますか。 

 

（「はい」という声） 

 

それでは次の議事に入ります。日程第 11 議案第 7 号 平成 26 年度上富良野町教育

賞及び教育奨励賞受賞者の決定について、上程いたします。 

 

ただいま上程いただきました、日程第 11 議案第 7 号 平成 26 年度上富良野町教育

賞及び教育奨励賞受賞者の決定について説明いたします。 

（各小中学校及び幼稚園･高校からの各教育賞･教育奨励賞の推薦をいただき、別紙名

簿から児童生徒等の実績概要から決定したい旨をまた、今回は、昨年に引き続き、小学

校の 6 年間と中学校の 3 年間の計 9 年間の皆勤があったところで、教育特別賞の認定

をしたい旨を推薦一覧から説明。） 

（議案第 7 号 説明） 

 

だいま学校教育班主幹から、日程第 11 議案第 7 号 平成 26 年度上富良野町教育賞

及び教育奨励賞受賞者の決定について、説明をいただきました。 

 これについて、何かご質問ございますか。ご承認いただけますか。 

 

（「はい」という声） 

 

本日の平成 27 年第 2 回上富良野町教育委員会会議は、これをもちまして全日程終了

をさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

閉会 18時30分 
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   この会議次第は、書記の記録したものであるが、その内容の正確なことを証するため、 

ここに署名する。  

 

              委員長 

              委  員 

              委  員 

              委 員 

        

調整員 

 


